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最寄品メーカーの取引制度   

1  
最寄品メーカーの取引制度の概要  

販促金  値引き費用  
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流通の変化→メーカー■機能分担関係と取引制度間題  

●取引制度は、メーカー・取引先間の機能分担関係を定義するもの   
・機能分担関係→メーカーがすることと卸売業に期待することの明確化  

1   

・取引制度とマージン体系に合理的に反映  
1   

・取引制度の構築  
ヽ  

●だがメーカーは、競争上の理由などから、自前の営業組織を拡大することにより、卸売業、小売業の  
機能領域に進出してきた   

・卸売業の営業機能発揮領域の縮小＝卸売業の業務スタンダードの低下   

tしかし取引制度は変わっていない  
メーカーが流通にでることにより卸売業の営業機能発揮領域を狭めてきた  

第1期   第2期   第3期   第4期   第5期   

制度   総代理店制  特約店制構築期  特約店制完成期 （直送2次店制）  特約店制成熟期  特約店末期   

特約店への営業  ●   ●   ●   ●   

2次卸店への営業  ●   ●   ●   

チェーン本部営業  ●   ●   

チェーン個店への営業  ●   

●：メーカーが営業機能を果たすため、卸売業は果たさなくてよくなる。  

現状（第5期）および次期をどう考えるのか  

このまま流通に出続けるか／それとも時間を巻き戻すか／第3の方法を考えるか  

いずれにしても機能分担関係を明確にしないと、抜本的な取引制度改定はできない  
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商物分離・・・商流はすでに直接取引、物流のみ間接取引  

間接商談チェーン   

一般小売店  
直接商談チェーンⅡ  直接商談チェーンⅠ  

商流系機能  商流系機能  物流系機能  物流系機能  商流系機能  物流系機能  

卸売業  

小売業  

2－3割  7－8割  
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卸売業の変化1：実質3サードパーティ化  

●卸売業が単価の下落から相対的に自由度を高くしている可能性はないか   

一値引き、販促費のパススルー状況   
一卸売業の実質サードパーティ化   

一卸売業のフィー・ビジネス化＝・定率＋定額によるマージン保証   

－いずれにしてもマークアップ型価格形成を行うところからはかなり遠い  

●価格形成リスク、販促費はほぼすべてメーカーが負っているのではないか  

●大手卸売業の収益力の安定  

●収益力安定下での規模拡大  

●シェア上昇による影響力の強化  J   



卸売業の変化2：環境変化に適応し、収益力を上昇  
●1990年代の涜通における戦いは、優秀な大手卸の勝ち。  

●日本の大手卸は、「1／6モデル」、「1／5モデル」を構築し始めている。   
基礎収益力格付けの考え方  2003年度の状況  

営業収益  売上総  

（百万円）  利益率   

経常  
経常利益／売上総利益  格付け   

利益率  

単純平均   599，944   9．10％   1．16％   12．7％   A   

国分   1，182，157   5．80％   0．61％   10．4％   BBB   

菱食   726，085   5．70％   1．05％   18．4％   AA   

日本アクセス   697，026   11．30％   0．36％   3．2％  

三井食品   493，991  0．28％  

伊藤忠食品   485，824   9．40％   1．19％   12．6％   A   

加藤産業   431，432   7．80％   1．44％   18．4％   AA   

旭食品   335，371   11t20％   0．50％   4．5％  

ヤマエ久野   222，932   7．60％   1．35％   17．8％   AA   

あらた（連結）   420，576   11，20％   1．90％   17．0％   AA   

パルタック   361，019   12．10％   2．11％   17．5％   AA   

中央物産   100，420   11．50％   0．65％   5．6％   BBB   

クラヤ三星堂   1，218，355   7．30％   1．13％   15．5％   A   

スズケン   1，124，081   8．50％   2．20％   25．9％   S   

経常利益／売上総利益 格付け  

1／4（25．0％）～  S  

1／5（20．0％）～  AAA  

1／6（16．7％）～  AA  

1／8（12．5％）～  A  

1／10（10．0％）～  BBB  
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田本の卸売業の二重性、多重性  

●日本の卸売業はどちらなのか2  

－メーカーの販売代理人  

一小売業の仕入代理人   

●日本の卸売業はどちらなのか1  

－マーチャント・ホールセラt  

－コミッション・エージェント  

欧米の卸売業は  

次のどちらかを  

行って業態化し  

てきた。  

・顧客の限定  

一機能の限定  



小売業による優越的地位の濫用問題  
＜運用基準に規定された10の禁止行為＞  

t大規模小売業告示（新告示）施行（05／11／1）   

1．不当な返品  

2t．不当な値引き  

3．不当な委託販売  

4．特売商品等の買いたたき  

7．納入業者の従業員等の不当使用等  

8．不当な経済上の利益の収受等  

一不合理な協賛金  

一契約未達成での契約達成リベート要求  

一不当なセンターフィー、EOS手数料、POSデ   
ータ提供システム利用料  

一不当な欠品ペナルティー  

ー不当な多頻度小口配送等  

一営業担当者に対する不当な資料件成等  

9．要求拒否の場合の不利益な取扱い  

10．公取委報告に対する不利益な取扱し 
S．Nemoto O60606   



次の課題：卸売業が取引制度を作る  

●卸売業活用型のメーカーの取引制度は卸売業向けのもの。  

●小売業向け取引制度は、本来は、卸売業が構築する必要がある。  

メーカーの  卸嘉業の  

対卸取引制度  J売取引制度  
小売業  

「卸売業が構築する小売業向け取引制度の内容として考えておくべきこと」   

（D所有権移転時点＝・センター着か店舗着か  

（1）取引基本条件  ②返品・■・返品を受ける場合の条件と費用負担  

③その他＝・協賛金、従業員派遣などへの対応条件   
①受注ロット  

②配送ロットと配送頻度  

（2）物流・納品条件  ③リードタイムと納品時間帯  

④仕分けレベル・・・アイテム一括、店別、店別売場別など  

⑤その他サービス水準   

（DEOS受注率  

（3）情報システム条件  ②業界標準仕様か個別対応か  
③物流EDI、決済EDI   

（4）営業要件   
（Dリテール・サポートサービス  

②販売促進  
＄  

S，Nemot0060606   



日本（SEJ）型流通システムと米国（ウオルマート）型流通システム  

一  

外  

七  
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注  染  

A型  B型  

ルーティーン業務をベンダーに転嫁可能  ルーティン業務のコストは自己負担  

集約的（坪当り売上高が高いこと前提）  粗放的（坪当り売上高が低いこと前提）   

バラエティー重視  代替品目の絞り込み   

単品・単フェイス管理  ヵテゴリ叫マネジメント・複数フェイス替理 

ピース  ケアrス   

短縮前提  適正船可能   

固定的  弾力的  

売れなければアイテムカット、返品  実績に応じてフエイ不数を増強こ返品考削頑可能   

短期ハイ＆ロー／ただしコンビニは価格維持  E。L。鴫期特売  

低い  高い  

人が仮説・検証ニGOT、ST  自動化：CAO→VMI   

カテゴリー別陳列順納品：過剰品質・高コスト  クロスドック・システム：適正品質・低コスト 

情報は非公開（EOSさえ金をとる）  情報公開してメ‾力‾を活用（情報は無料） 

×  

×  ●  －   

S．Nemot006060（≡  



宣伝：根本重之『新取引制度の構築』（白桃書房、2004年）、第1版第3刷（2006年5月26日）  

く第3部〉流通の国際化，直接取引の発生を踏まえた取引制度改定1  

第8章欧米型直接取引モデルと日本型間接取引モデルの比較検討157   
1．欧米の大手チェーン小売業の取引モデルと卸売業の状況  

およびメーカーの取引制度／15＄  

2．日本の大手チェーン小売業の取引モデル／161  
3．大手卸売業による流通システムの構築と日本の卸売段階の特徴／172  

第9章 P＆Gの新取引制度（1，，9年）  
一直接取引への対応と取引基準，価格体系の明確化～1＄5   

1．P＆Gの取引制度改定のレビュー／1S5  
2．P＆Gの新取引制度の概要／1！〉1  
3．P＆G新取引制度の評価／201   

第10章 日本リーバの取引制度改定（2000年）  

～ネットプライス・オペレーションと卸機能活用型直接取引モデル～   

1．日本リーバの概要と事業戦略の転換／209  
2．ネットプライス・オペレーション，流通政策，取引制度／216  
3．卸機能を活用した直取引のビジネスモデル／225  
4．日本リーバの展開の成果と今後の課題／232   

第11章ライオンの取引制度改定（2001年）  

～国内メーカーによる新たな取引制度の模索～23，   
1．基本取引条件・取引基準と価格体系の変更／240  
2．新たな補完的価格制度の概要／246  
3．取引制度改定に関する評価／24，  

第12章カルビーの取引制度改定（2001年）  

～新たな事業モデル，流通モデルの構築と取引制度改定～255   
1．カルビーの流通政策ご営業政策のレビュー／255  
2．新たな事業モデルの構築／2‘3  
3．カルビーの旧取引制度とその問題点／2‘＄  
4．取引制度改定の概要／271  
5．カルビーの取引制度改定の評価と第7期の展開／277   

第13章 新取引制度構築の方向～流通と営業の革新～283   
1．環境変化に関する明確な認識と上位戦略の明確化／2＄3  
2．特約店制および取引基準／2＄＄  
3．基本価格体系／2，2  
4，卸売業向け補完的価格制度／2，＄  
5．販売促進費／3脚  

く第1部〉取引制度の概要と基本的な問題点  

第1章 取引制度の概要と検討の視点3   

1．取引制度の基本機能と概要／3  
2．最寄品メーカーの伝統的なチャネル構造と取引制度の概要7  
3．取引制度間題を検討する視点／2   

第2章特約店制および建値制の概要とその前提の崩壊／21   
1．特約店制の概要とその前提の崩壊／21  
2．建値制の概要とその前提の崩壊／27  
3．2次卸店の存在と「預り金」の発生／32   

第3章補完的価格制度に関する検討41   
1．補完的価格制度の概要／41  
2．補完的価格制度に関する考察／4＄  
3．補完的価格制度と卸売業／53  

く第2部〉1990年代前半の取引制度改定  

第4章ライオン（19刑年），桃屋（1992年）の取引制度改定‘9   
1．ライオンの取引制度改定（1，91年）／70  
2．桃屋の取引制度改定…新総合販売政策（19少2年）／＄5   

第5章カゴメの取引制度改定（1，93年）  
～営業革新と取引制度改定の連動～タ5   

1．1，卯年代の多角化戦略による規模拡大と問題の累積／タ5  
2．企業ドメイン再設定と営業戦略の革新／101  
3．営業革新の一環としての取引制度改定／104  
4．新取引制度導入の成果，限界と営業革新への展開／1椚   

第6章味の素の取引制度改定（1，タ5年）  
～3段階建値制の廃止と仕切価格制の導入～11タ   

1．1960年代以降の事業多角化と取引制度の形成／整備／11少  
2．取引制度改定の背景／125  
3．取引制度改定の概要……革新的な新取引制度の導入／12＄  
4．取引制度改定の評価／133   

第7章1少90年代前半の取引制度改定の成果と課題143   
1．19少0年代前半の取引制度改定の比較一検討／143  
2．19卯年代前半の取引制度改定が残した課題／151  

●■注文及び問い合せ先：株式会社白桃書房販売部  
eメール：  TELO3－3836－47＄1M．03－3＄3（i－9370  

＊＊＊白桃書房販売部御中＊＊＊＊＊＊＊＊  

著者の紹介により貴社発刊の根本重之著『新取引制度の構築』を（）冊注文します。  

送付・請求先：（お会社名、ご住所、お名前、電話番号など、会社or個人明記）  

●市販価格：本体3，300円（税込み3，465円）  

●著者割引価格：税込み2，772円（税込み市販価格×0．＄）  

●著者割引価格でのご注文方法  
右記のようなご注文をメールあるいはファクシミリにて白桃書房販売部あてご  

送信下さい。前略のごく簡単なもので結構です。  
・ただし著者割引価格でのご注文については、下記の送料が別に必要です。1冊  
￥3402＿3冊封504冊欝905－＄冊￥9509冊￥1，16010冊以上サービス  10   ・ご注文を頂ける場合は、CC．に私のアドレスをお加え下さい。追って  

お礼を申し上げることができます。  




